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◇
ま
ち
サ
ポ
「
お
助
け
隊
」
協
力

会
員
を
募
集

　
日
常
生
活
上
の
困
り
ご
と
に
手

助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
方
へ
、

有
償
で
次
の
よ
う
な
生
活
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

例
：
高
齢
者
へ
の
生
活
支
援
（
買

い
物
代
行
、
庭
の
手
入
れ
）
、
子

育
て
世
帯
へ
の
支
援
（
産
前
産
後

の
お
手
伝
い
）
、
障
害
者
へ
の
生

活
支
援
（
新
聞
朗
読
）
な
ど

　

一
緒
に
協
力
会
員
と
し
て
活
動

し
て
く
だ
さ
る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
、
自
分
自
身
の
生

き
が
い
づ
く
り
と
し
て
一
緒
に
活

動
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

□問
ま
ち
サ
ポ
「
お
助
け
隊
」

　
☎
０
８
０（
５
５
４
３
）９
１
６
３

　
　

m
achisapo@

hotm
ail.co.jp

　
  　

http://w
w
w
.m
achisapoo

tasuketai.com
/

◇
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
を
開
催

・
「
ぼ
た
ん
と
つ
つ
じ
と
小
道
の

あ
る
庭
」
鵜
澤
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
３
日

㈯
、
４
日
㈰
10
時
〜
15
時

（
富
田
２
１
２
９

－

20
）

・
「Kitakaze's garden

」
遠
藤
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
〜
22
日
㈭
10
時
〜
17
時

（
季
美
の
森
南
５

－

８

－

３
）

・
「Tom

m
y  Garden

」
今
井
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
〜
21
日
㈬
10
時
〜
16
時

（
経
田
26

－

２
）

・
「M

EETS  GARDEN

　
出
会

い
の
庭
」
池
田
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
〜
19
日
㈪
10
時
〜
16
時

（
富
田
２
１
０
９

－

５
）

・
「
友
と
集
え
る
バ
ラ
の
庭
」

高
橋
邸
　

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
18
日

㈰
10
時
〜
16
時

（
細
草
１
４
２
３

－

６
）

・
「
箱
庭
」
岡
井
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
、
18
日
㈰
10
時
〜
15
時

（
駒
込
７
１
３

－

２
）　

・
「WOODSIDE

　GARDEN

」
平
井
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
、
18
日
㈰
10
時
〜
15
時

（
駒
込
７
１
３

－

17
）

・
「
和
風
　
芝
」
鳥
飼
邸

▼
公
開
日
時
・
場
所
＝
５
月
17
日

㈯
、
18
日
㈰
10
時
〜
15
時

（
南
横
川
３
１
３
５

－

67
）

※

５
月
17
日
㈯
、
18
日
㈰
は
一
斉
公

開
日
で
す
。
無
料
バ
ス
を
運
行
し

ま
す
の
で
、
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（　
　

http://m
achisapo

.net

）
ま
た
は
、
チ
ラ
シ
（
市
役

所
、
ま
ち
サ
ポ
設
置
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◇
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
視
察
参
加

者
を
募
集

▼
日
時
＝
５
月
29
日
㈭
７
時
集
合
、

18
時
帰
着
予
定　

▼
場
所
＝
埼
玉
県
鴻
巣
市

▼
集
合
場
所
＝
中
央
公
民
館
横　

▼
募
集
人
数
＝
先
着
15
人

▼
参
加
費
＝
２
，５
０
０
円
（
昼

食
代
含
む
）

▼
そ
の
他
＝
集
合
場
所
へ
は
乗
り

合
わ
せ
で
お
願
い
し
ま
す
。

□申
・
□問
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
大
網

　
白
里
「
花
フ
レ
ン
ド
」

　
☎
（72）
８
２
７
８
（
ま
ち
サ
ポ
内
）

◇
市
民
活
動
相
談
窓
口
を
設
置

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
設
立
、
団
体
運

営
・
組
織
づ
く
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
、
市
民
活
動
に
関
す
る
疑
問

や
、
実
践
し
て
い
く
う
え
で
の
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
市
民
活
動
経
験
豊
富
な
相
談

員
と
一
緒
に
解
決
策
を
考
え
ま
し

ょ
う
。

▼
日
時
＝
５
月
８
日
㈭
、
22
日
㈭

13
時
30
分
〜
15
時
30
分
開
設
し
て

い
ま
す
。

▼
場
所
＝
ま
ち
サ
ポ

※

予
約
受
け
付
け
ま
す

□申
・
□問
大
網
白
里
ま
ち
づ
く
り
サ

　
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
（72）
８
２
７
８

　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
設
置
し
た
方
に
、
予
算
の
範
囲

内
で
設
置
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

▼
受
付
期
限
＝
平
成
27
年
３
月
６
日
㈮

※

予
算
額
に
達
し
次
第
締
め
切
り

▼
対
象

①
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
発
電

シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
た
住
宅
（
本

市
内
の
区
域
内
の
住
宅
で
あ
っ
て
、

居
住
部
分
の
面
積
が
２
分
の
１
以

上
で
あ
る
併
用
住
宅
を
含
み
、
賃

貸
住
宅
・
集
合
住
宅
を
除
く
）
に

自
ら
居
住
し
、
本
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

②
発
電
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
発
電
し

た
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
契
約

を
電
力
会
社
と
の
間
で
締
結
し
、

当
該
契
約
で
定
め
た
電
力
の
供
給

を
開
始
す
る
日
が
平
成
26
年
４
月

１
日
以
降
で
あ
る
こ
と

※

そ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
申
請
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い

▼
申
請
方
法

　

対
象
と
な
る
発
電
シ
ス
テ
ム
を

設
置
、
ま
た
は
建
物
の
購
入
後
、

電
力
会
社
と
の
間
で
、
電
力
受
給

契
約
を
締
結
し
て
か
ら
、
所
定
の

交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
載

の
う
え
、
添
付
書
類
を
添
え
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　

申
請
書
や
同
意
書
等
に
押
印
す

る
印
か
ん
は
、
必
ず
契
約
書
に
押

印
し
た
も
の
と
同
一
の
印
か
ん
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申
・
□問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

　
☎
（70）
０
３
８
６

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の

設
置
に
補
助
金

URL

URL

安全安心コーナー
～インターネットトラブルに気を付けて！～

こちら消費生活相談室です！

主婦の店　大網店駐車場

2日㈮、20日㈫14時～15時

ケーヨーデイツー大網永田店
13日㈫14時～15時
28日㈬10時～11時

大網白里市役所

13日㈫10時～11時

セブンイレブン季美の森店

16日㈮、29日㈭10時～11時

●今月の移動交番車開設日

増穂北小学校　8日㈭13時30分（予定）　大網東小学校　15日㈭15時　大網小学校　21日㈬15時

●合同防犯パトロール

□問東金警察署　☎（54）０１１０

悪質商法の被害に遭わないために
　社債、未公開株、外国通貨等の取り引き、投資被害からの救済を装う詐
欺、高齢者をねらった送りつけなど、悪質商法による被害が後を絶たず、
県民生活を脅かす大きな問題となっています。
　警察では、悪質商法事犯の早期検挙、犯罪収益のはく奪や、被害を未然
に防止するための広報啓発活動を強化します。

《被害に遭った場合の連絡先》
▶警察本部相談サポートコーナー　☎０４３（２２７）９１１０
▶東金警察署生活安全課　☎（54）０１１０
▶千葉県消費者センター　☎０４７（４３４）０９９９
▶市消費者相談窓口　☎（70）０３４４
※クーリング・オフにより被害の防止・回復ができる場合が
あります

　散乱する空き缶・空きビン
の一斉清掃を目的に、関東甲
信越静の1都10県で、5月25日
を中心にゴミゼロ運動が実
施されます。
　本市でも、5月25日㈰に市
内一斉のゴミゼロ運動を行
ないます。わずかな時間で結
構ですので、この運動に参加
し、きれいなまちづくりにご
協力ください。
　なお、清掃は区や自治会、各種団体を中心に実施しますが、個人で参加する方につ
いても、事前に集積場所を連絡いただければ収集に伺います。
◇ごみの収集日の確認を
　本市のごみは曜日ごとに収集を行っているものと、日にちを定めて収集を行って
いるものの２種類があります。ごみが収集されないトラブルを防ぐためにも、収集
日の確認をお願いします。
▶曜日ごとに収集を行うもの＝可燃ごみ、ペットボトル
▶日にちを定めて収集を行うもの＝そのほかのごみ
※曜日および日程は、地域によって異なります
※ペットボトルは祝日・振替休日の収集は行いません
□問地域づくり課環境対策班　☎（70）０３８６

《悪質商法撃退10箇条》
・何の用？しっかり聞こう身分と用件
・おかしいと思ったときはドア閉めて
・もうかります！だったらあなた（業者）がや
ればいい
・あやしいぞ人のフトコロ聞く業者
・勇気だしハッキリ言おう“いりません”

・しつこいなそんな相手は１１０番
・迷ったらその場で決めずまず相談
・サインして後で“しまった”もう遅い
・契約はしてもお金は後払い
・あなたです！！自分の財産を守るのは

＜事例１＞ 偽セキュリティソフト
　検索中、突然ダウンロード画面になり、警
告が表示されたので、ウイルスに感染したと
思った。その時、ウイルス対策ソフトの案内
が画面に出たので、慌ててクレジットカード
番号を入力し契約してしまった。
＜事例２＞ 出会い系サイト
　パソコンの出会い系サイトで「友達になっ
てくれたら、１千万円差し上げます」と言っ
てきた相手を信じて、メールをやり取りし、
サイト利用料金が30万円を超えた。相手と会
う約束を何回もしているが、一度も会えずに
いる。
＜事例３＞ SNS
　最近スマートフォンを買いSNSに登録し
た。仕組みがよく分からずアドレス帳をSNS
に提供したため、SNSから招待メールがアド
レス登録者に送られ、友人から「なぜ自分の
アドレスを教えたのか」と苦情が来た。
＜事例４＞ 光回線
　光回線を他社に変更するだけで毎月の
ネット料金が安くなると電話勧誘があった

ので承諾した。後で家族からプロバイダーも
変わり、メールアドレスも変わると教えられ
た。
≪トラブル対策≫
・ウイルス対策ソフトを導入する
・不審なサイトには連絡しない
・怪しいホームページやメールに注意する
・プライバシーに関する書き込みは影響を考える
・トラブルにあったら、すぐ消費生活相談窓
口に相談する
※参考資料　国民生活センター発行「くらし
の豆知識」2014
※参考HP　独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

≪市消費生活相談≫
▶日時＝祝日を除く毎週㈬・㈮
　　　　10時～12時、13時～15時
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝☎（70）０３４４
□問地域づくり課市民協働推進班
　☎（70）０３４２

　情報通信では、絶えず便利な新機器やサービスが提供されているため、インターネットを楽
しく安全に利用するには、日ごろから情報収集が欠かせません。通信の仕組みや操作に不慣れ
なためにトラブルに巻き込まれるケースもみられます。

～5月25日はゴミゼロ運動～

みんなできれいなまちづくり 協
働
の
ま
ち
づ
く
り
通
信
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